
10款5項2目02事業 内守谷公民館建設事業

内守谷地区には，防災の拠点となる指定避難所がないことから，二次避難所として内守谷公民館

の役割を強化する必要がある。内守谷公民館は昭和49年に建築されてから47年が経過し，建物の
老朽化が進んでいることから，これまでの社会教育施設の機能と合わせ，これを防災拠点となるよう
改築する。

新規 ・ 拡充

目 的

内守谷公民館の改築に向けて，下記の業務を実施する。

・地形測量業務委託
土地の起伏の測量，境界の調査。

・改築実施設計，外構実施設計業務委託
建物の建築設計，敷地整備の設計。

※これらの業務で得られた成果を，今後の改築工事に反映させる。
（例）建築工事，外構工事など
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内 容


